
 

   

   

令和３年５月 20日 

2021年度消費者志向経営の推進に関する有識者検討会について 

 

１．開催趣旨 

消費者庁は、持続可能な社会の実現に向けて消費者、事業者、行政等の関係者が共に連携・

協働していく手法として、消費者志向経営（愛称：サステナブル経営）の推進に取り組んで

おり、平成 28 年４月から、事業者団体、消費者団体、行政機関で構成する「消費者志向経

営推進組織（プラットフォーム。以下「推進組織」という。）」を設置し、事業者に自主宣言

やフォローアップ活動を呼び掛け、消費者志向経営の普及を行っている。 

SDGs や ESG 投資等の非財務的な活動が事業者により求められたり、国際標準の見直しが

検討されたりするなど、社会が変化していることの機運に応えるためにも、事業者に対して

消費者志向経営の取組が社会の評価向上や金融面等での具体的なメリットを示す必要があ

る。第４期消費者基本計画においても、消費者志向経営の推進が、｢企業としての社会的責

任を果たしている多様な関係者から評価され、円滑な資金調達等につながるよう、消費者志

向経営（愛称：サステナブル経営）が社会の基本認識となるべく取り組む｣と記載している。 

そこで、消費者志向経営推進の実現のために、消費者志向経営を実践する事業者に対する

資金調達の円滑化について検討し、また、令和２年度の消費者志向経営優良事例表彰事業（以

下「優良事例表彰」という。）の検証と令和３年度の優良事例表彰の見直しの方向性を検討

するため、消費者庁において、「2021年度消費者志向経営の推進に関する有識者検討会（以

下「検討会」という。）」を開催し、令和４年３月頃を目途に結論を得る。 

 

２．主な検討事項 

（１）優良事例表彰の見直し・改善に係る検討 

（２）消費者志向経営を実践する事業者の資金調達の円滑化に係る検討 等 

 

３．スケジュール 

 令和３年５月に第１回を消費者庁において開催する。以後、１～２か月に１回程度で開催

し、令和４年３月頃を目途に結論を得る。 

 

４．事務局 

 検討会の庶務は、消費者庁参事官（調査・物価等担当）において処理する。 

 

５．備考 

議事要旨及び検討会における配布資料は、原則として、各回の会議終了後、速やかに消費

者庁ウェブサイトに掲載する。 
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